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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和3年11月18日(2021.11.18)

【公表番号】特表2019-521423(P2019-521423A)
【公表日】令和1年7月25日(2019.7.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-030
【出願番号】特願2018-562020(P2018-562020)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/041    (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/044    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    3/041    ４８０　
   Ｇ０６Ｆ    3/041    ４２０　
   Ｇ０６Ｆ    3/044    １２４　

【誤訳訂正書】
【提出日】令和3年10月1日(2021.10.1)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１】
　ハプティックタッチスクリーンであって、
　複数の制御電極を含む下層と、
　複数のハプティック電極を含む上層と、
　前記下層と前記上層との間にある中間層と、
を含み、
　前記ハプティック電極は制御電子機器に導電接続されない、ハプティックタッチスクリ
ーン。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１１】
　パプティックタッチスクリーンを作製する方法であって、該方法は、
　複数のハプティック電極を含む上層を形成することと、
　複数の制御電極を含む下層を形成することと、
　前記下層と前記上層との間の中間層を形成することと、
を含み、
　前記ハプティック電極は制御電子機器に導電接続されない、方法。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００４】
　本開示の１つの実施形態は、
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　ハプティックタッチスクリーンであって、
　複数の制御電極を含む下層と、
　複数のハプティック電極を含む上層と、
　前記下層と前記上層との間にある中間層と、
を含むことができ、
　前記ハプティック電極は制御電子機器に導電接続されない、ハプティックタッチスクリ
ーンを含む。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１４】
　本開示の別の実施形態は、
　ハプティックタッチスクリーンを作製する方法であって、該方法は、
　複数のハプティック電極を含む上層を形成することと、
　複数の制御電極を含む下層を形成することと、
　前記下層と前記上層との間に中間層を形成することと、
を含み、
　前記ハプティック電極は制御電子機器に導電接続されない、方法を含む。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　本発明において、上層内の電極は、互いに、又は制御電子機器に導電接続されない。し
かしながら、制御電子機器に導電接続される制御電極の「下層」も設けられる。本発明に
おいて、タッチ検知だけでなく、ハプティックスも与えるための電気信号が下層上の電極
を介して導入される。上層及び下層は中間層によって分離され、中間層は透明とすること
ができる。中間層は通常、下層に機械的保護を与えるほど十分に厚い。一実施形態におい
て、中間層は１０μｍ～１０ｍｍの厚さを有する。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　一実施形態において、浮遊電極の構成は、制御電極の構成（例えば、図１に示される）
と同一である。唯一の違いは、浮遊電極を制御電子機器に接続する信号線１０６、１０８
が存在しなくなることである。言い換えると、浮遊電極は、互いに電気連通していなくて
もよい。さらに、各浮遊電極が対応する制御電極の真上に存在するように２つの層を位置
合わせすることができる。この「鏡像」配置は、制御電極に印加される信号が主に浮遊電
極に伝えられるように、各制御電極からその対応する浮遊電極への強い容量性結合を確立
する。この手法の利点は、浮遊電極を制御電極の延長部分と考えることができ、検知及び
ハプティックスの両方に関する（並びに検知及びハプティックスを同時に行うための）既
知の技法を、変更することなく使用できることである。別の実施形態において、浮遊電極
の構成は、制御電極の構成とは異なる。
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